
塩化カルシウムの保管方法について 

 

 一度使用した融雪剤（塩化カルシウム）は、保管が難しいため、多久市建設課ではペ

ットボトルやポリタンクに入れて保管を行っています。 

 また、ペットボトルやポリタンクに入れた融雪剤の配布も行っています。 

 

 

ペットボトルに入れた融雪剤は、散布もしやすく非常に便利です。 

 
 

融雪剤を使い終わった、空のポリタンク、ペットボトルは建設課で回収します。 

建設課の方でも回収に回っていますが、空になったポリタンク、ペットボトルを見かけ

ましたら建設課までご連絡をお願いいたします。 


